
釧路市地域公共交通計画(旧地域公共交通網計画)の変更について

【変更のポイント】
・地域公共交通計画（旧地域公共交通網形成計画）と補助制度（地域公共交通確保維持事業）の連動化

これまでの補助制度

地域公共交通網形成計画の変更の必要性について

（１）地域公共交通活性化再生法の改正（令和２年11月）

・法定計画策定が努力義務化・・・原則として全ての地方公共団体で計画策定が必要

（２）地域公共交通計画と連動した補助制度

・地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

・地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

・目標を達成するために行う事業及び実施主体

・地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要

及び運行予定者

・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

・補助を受けようとする手続に係る利用状況等の継続的な測定手法

・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（幹線系統のみ）

・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項

・その他、詳細な事項

生活交通確保維持改善計画の記載事項 地域公共交通計画「本体」に位置付ける事項

①地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（補助系

統）の地域の公共交通における位置付け・役割

②上記の位置付け等を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

③補助系統に係る事業及び実施主体の概要

④地域公共交通計画全体の定量的な目標・効果とその評価手法

地域公共交通計画「別紙」として提出する事項（毎年度提出）

・地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

・補助系統の概要及び運送予定者

・補助系統に関する定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法

・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者、負担額

・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（幹線系統のみ）

・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項

・その他、詳細な事項

地域公共交通計画と連動した補助制度

内容の整合性

毎年度、国が地域公共交通計画（補助関連部分＋別紙）を認定。

事業実施後、事業評価（自己評価・国による評価）を実施。

釧路市はすでに計画を策定しているもの
の、記載事項に不足があるため、計画を
変更（項目追加）する必要がある

１

・法定計画の策定を補助要件化・・・計画策定しなければ国庫補助が受けられない

毎年６月頃開催の協議会にて、生活交通確保維持改善計画
（地域内フィーダー系統確保維持計画）を承認

資料６



釧路市地域公共交通網形成計画　新旧対照表

変　　更　　前 変　　更　　後

（表紙） （表紙）

釧路市地域公共交通網形成計画 釧路市地域公共交通計画

平成２９年６月 平成２９年６月
令和６年９月変更
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変　　更　　前 変　　更　　後

第１章　はじめに 第１章　はじめに

　1-1　計画策定の目的  1-1　計画策定の目的

　（中略） 　（中略）

　　そこで、本計画では釧路市の上位・関連計画との連携を図り、さらに地域公共交通の活性化及び再生に 　　そこで、本計画では釧路市の上位・関連計画との連携を図り、さらに地域公共交通の活性化及び再生に

　関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第41号）が施行されたことを受け、持続可能な公共交通 　関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第41号）が施行されたことを受け、持続可能な公共交通

　網の形成を目的に、「釧路市にとって望ましい公共交通網の姿」を明らかにするマスタープランとして、 　網の形成を目的に、「釧路市にとって望ましい公共交通網の姿」を明らかにするマスタープランとして、

　市民や交通事業者等との連携による「釧路市地域公共交通網形成計画」を策定する。 　市民や交通事業者等との連携による「釧路市地域公共交通網形成計画」を策定。

　　また、令和２年11月の改正地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行に伴い、地域公共交通計

　画の作成が地域公共交通確保維持事業による補助要件として定められた。これを受け、当該事業による補

　助が必要な路線については、補助の必要性や有効性、定量的な目標等も含めて地域公共交通計画の中に位

　置付ける必要があるため、釧路市地域公共交通網形成計画の基本的な考え方を踏襲し、新たに「釧路市地

　域公共交通計画」を策定する。

　1-4　計画の位置づけ 　1-4　計画の位置づけ

　（中略） 　（中略）

- 2 -



変　　更　　前 変　　更　　後

第２章　上位・関連計画に示されたまちづくりの方向性 第２章　上位・関連計画に示されたまちづくりの方向性

　本計画の上位・関連計画に位置づけられる核計画の概要を次に整理する。 　本計画の上位・関連計画に位置づけられる核計画の概要を次に整理する。

　2-1　上位計画 　2-1　上位計画

　（１）釧路市総合計画 　（１）釧路市まちづくり基本構想

　2-2　関連計画 　2-2　関連計画

　（１）釧路市都市計画マスタープラン 　（１）第２次釧路市都市計画マスタープラン
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変　　更　　前 変　　更　　後
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変　　更　　前 変　　更　　後

　（５）その他の関連計画 　（５）その他の関連計画
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変　　更　　前 変　　更　　後

　（１）釧路市内を運行する公共交通 　（１）釧路市内を運行する公共交通

　　68系統のバス及び阿寒地域における乗合タクシー等が運行している。 　　59系統のバス及び阿寒地域における乗合タクシー等が運行している。

　　　釧路市内を運行する公共交通は、根室本線及び釧網本線のＪＲ線の他、バス事業者２社による51路線 　　　釧路市内を運行する公共交通は、根室本線及び釧網本線のＪＲ線の他、バス事業者２社による49路線

　　　また、Ｐ30～32に市内を運行する公共交通網を整理する。 　　　また、Ｐ30～32に市内を運行する公共交通網を整理する。

　3-2　公共交通の概況 　3-2　公共交通の概況
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変　　更　　前 変　　更　　後
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変　　更　　前 変　　更　　後
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変　　更　　前 変　　更　　後

第４章　地域公共交通網形成計画の基本方針及び目標 第４章　地域公共交通計画の基本方針及び目標

　4-1　基本方針 　4-1　基本方針

　　　釧路市における上位・関連計画や公共交通の課題を踏まえ、釧路市地域公共交通網形成計画の基本的な 　　　釧路市における上位・関連計画や公共交通の課題を踏まえ、釧路市地域公共交通計画の基本的な方向性

　　方向性を次のとおり定める。 　　を次のとおり定める。

　4-3　釧路市における公共交通網の考え方 　4-3　釧路市における公共交通網の考え方

　　（中略） 　　（中略）

　（３）補助系統の地域公共交通における位置づけ・役割

　　　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（補助系統）の地域の公共交通にお

　　ける位置づけ・役割は以下のとおりとする。
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変　　更　　前 変　　更　　後
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変　　更　　前 変　　更　　後

- 11 -



変　　更　　前 変　　更　　後

第６章　計画の進行管理 第６章　計画の進行管理

　6-2　評価指標の設定 　6-2　評価指標の設定

　基本方針１　市内拠点を中心とした公共交通軸の活性化と乗換拠点の機能強化による持続可能な公共交通 　基本方針１　市内拠点を中心とした公共交通軸の活性化と乗換拠点の機能強化による持続可能な公共交通

　　　　　　網の形成 　　　　　　網の形成

　　（中略） 　　（中略）

　　　また、標準的な指標として、公共交通の利用者数、公的資金が投入されている公共交通の収支率、公

　　共交通への公的資金投入額を評価指標として設定する。

　　　⇒釧路市地域公共交通再編実施計画に位置付けた路線ごとの数値との整合性が取れるよう、目標値を

　　　　設定する。
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変　　更　　前 変　　更　　後
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変　　更　　前 変　　更　　後
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